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新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨時的な 

取扱いの廃止について 

 

 新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨時的な取扱いについては、

「新型コロナウイルス感染症に係る病原体核酸検査のみを行うために臨時的に

開設した衛生検査所における感染管理や精度管理等について」（令和２年３月

５日付け厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室事務連絡。以下

「令和２年事務連絡」という。）及び「新型コロナウイルス感染症に係る検査

を行う衛生検査所について」（令和４年２月９日付け厚生労働省医政局地域医

療計画課医療関連サービス室事務連絡。以下「令和４年事務連絡」という。）

により示していたところです。 

 先般、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関す

る対応方針について」（令和５年１月27日新型コロナウイルス感染症対策本部

決定）において、「オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現する

などの特段の事情が生じない限り、５月８日から新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。）上の新型インフル

エンザ等感染症に該当しないものとし、５類感染症に位置づける。」、「位置

づけの変更前に改めて、厚生科学審議会感染症部会の意見を聴いた上で、予定

している時期で位置づけの変更を行うか最終確認した上で実施する。」等とさ

れたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日から５類感

染症に位置づけられた場合には、同日付けで「新型コロナウイルス感染症に係

る病原体核酸検査のみを行うために衛生検査所を臨時的に開設する場合の取扱

いについて」（令和２年３月５日付け医政発0305第１号厚生労働省医政局長通

知）及び「新型コロナウイルス感染症に係る検査を車両により移動して行う衛

生検査所の取扱いについて」（令和４年２月９日付け医政発0209第15号厚生労

働省医政局長通知）が廃止されることから、令和２年事務連絡及び令和４年事

務連絡を廃止することとします。 



ただし、既にこれらの通知により登録を受け、又は業務を行っている衛生検

査所（以下「臨時の衛生検査所」という。）においては、検査体制を確保する

ため、当分の間、これらの通知に基づく新型コロナウイルス感染症に係る検査

を実施できることとしていますので、当該臨時の衛生検査所については、引き

続き、令和２年事務連絡及び令和４年事務連絡に基づき取り扱うようお願いし

ます。なお、現に登録されている臨時の衛生検査所に係る特例の終了時期につ

いては、今後の感染状況等を踏まえ、追って連絡します。 

 貴職におかれては、上記について御了知の上、貴管下の衛生検査所等に対し、

本通知の周知徹底をお願いします。 


